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〔開会 午前 ９時５８分〕 

議長（村田幸隆議員） おはようございます。 

 これより、令和３年第４回尾鷲市議会臨時会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） おはようございます。 

 本日は、大変お忙しい中、令和３年第４回臨時会に御出席を賜りまして、誠に

ありがとうございます。 

 今回の臨時会には、議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農

業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」から議案第

３８号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」までの議案９件を提出させてい

ただきました。よろしく御審議をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上

げ、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

議長（村田幸隆議員） これより、本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１２名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 なお、２番、内山將文議員は、後刻出席される旨、通知がございました。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、８

番、仲明議員、９番、小川公明議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日だけにいたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１

日と決定をいたしました。 



－４－ 

 次に、日程第３、議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業

者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」を議題といた

します。 

 ただいま議題となりました議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提案理

由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、今回提案しております議案第３０号「尾鷲市農業委

員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合

の同意について」について説明いたします。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半

数を占めることを要しない場合の同意について」につきましては、農業委員会委

員のうち、少なくとも４分の１を認定農業者等及び認定農業者に準ずる者とする

ことについて、農業委員会等に関する法律第８条第５項及び農業委員会等に関す

る法律施行規則第２条第２号の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命に

つき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」

につきましては、お手元の議案付託表のとおり、会議規則第３７条第１項の規定

により、所管の行政常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、議題となっております議案
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第３０号は、所管の行政常任委員会に付託することに決しました。 

 ここで暫時休憩をし、付託されました議案を審査していただくため、第二・第

三委員会室において、行政常任委員会を開催していただきます。 

 なお、委員会終了後、本会議を再開いたしますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

〔休憩 午前１０時０３分〕 

〔再開 午前１０時２９分〕 

議長（村田幸隆議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第４、議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業

者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」を議題といた

します。 

 ただいま議題となりました議案につきましては、行政常任委員会に付託して御

審査願っておりますので、その経過並びに結果について、委員長の報告を求めま

す。 

 行政常任委員会、南靖久委員長。 

〔１０番（南靖久議員）登壇〕 

１０番（南靖久議員） 報告させていただきます。 

 私ども行政常任委員会に付託されました議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員

の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意に

ついて」、以上１議案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果につ

いて御報告申し上げます。 

 先ほど、市長、副市長並びに関係課長等の出席を求め、詳細に説明聴取を行い、

慎重に審査いたしました結果、付託されました１議案につきましては、全会一致

をもって原案のとおり同意すべきものと決しましたので、御報告申し上げます。

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 

 これより、委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） ないようでありますので、これをもって討論を終結いたしま

す。 

 これより採決を行います。 

 日程第４、議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が

委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、同意すべきものであります。委員長の報告の

とおり決することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３０号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第５、議案第３１号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」から、

日程第１２、議案第３７号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」までの計８

議案を一括議題といたします。 

 事務局長をして、議案の朗読をさせます。 

（発言する者あり） 

議長（村田幸隆議員） 失礼しました。 

 日程第１２、議案第３８号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」までの計

８議案を一括議題といたします。 

 事務局長をして、議案の朗読をさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（村田幸隆議員） ただいま議題となりました８議案につきまして、提案理由の

説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、議案第３１号から議案第３８号までの「尾鷲市農業

委員会委員の任命について」の８議案について説明いたします。 

 議案書の２ページを御覧ください。 
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 議案第３１号から、１６ページの議案第３８号までの「尾鷲市農業委員会委員

の任命について」の８議案につきましては、委員の任期が本年６月１５日をもっ

て満了となることから、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進

に関する事項など、その職務を適切に行うことができる者として、尾鷲市農業委

員会委員に庄司和稔氏を新たに任命いたしたく、また、船津貫一氏、野田泰史氏、

大川治夫氏、塩津史子氏、黒次美氏、野地長生氏、髙村敦夫氏の７名を再任いた

したく、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（村田幸隆議員） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 御質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題となっております８議案につきましては、人事案件でもあり、会

議規則第３７条第３項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます議案は、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） ないようでありますので、これをもって討論を終結いたしま

す。 

 これより採決を行います。 

 最初に、日程第５、議案第３１号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」、

採決をいたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 
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（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３１号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第６、議案第３２号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３２号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第７、議案第３３号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３３号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第８、議案第３４号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３４号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第９、議案第３５号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を採

決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３５号は、原案のとおり同意することに

決しました。 
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 次に、日程第１０、議案第３６号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員であります。よって、議案第３６号は、原案のとお

り同意することに決しました。 

 次に、日程第１１、議案第３７号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３７号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第１２、議案第３８号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（村田幸隆議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第３８号は、原案のとおり同意することに

決しました。 

 次に、日程第１３、選挙第１号「東紀州環境施設組合議会議員の選挙について」

を議題といたします。 

 事務局長をして、お手元の議案を朗読させます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（村田幸隆議員） お諮りをいたします。 

 ただいま朗読の選挙につきましては、その選挙の方法を、地方自治法第１１８

条第２項の規定による指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によ

ることに決しました。 
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 それでは、選挙第１号の指名の方法は、議長において指名いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、議長において指名すること

に決しました。 

 それでは、東紀州環境施設組合議会議員には、南靖久議員、私、村田を指名い

たします。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議長において指名をいたしました南靖久議員、そして私、村田を、東

紀州環境施設組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（村田幸隆議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました

とおり、東紀州環境施設組合議会議員に当選をされました。 

 ただいま東紀州環境施設組合議会議員に当選をされました議員が議場におられ

ますので、本席から、会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告知をいた

します。よろしくお願いをいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 この際、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 議員の皆様におかれましては、公私ともお忙しい中、慎重なる

御審議を賜り、誠にありがとうございました。 

 本臨時会に提出いたしました議案第３０号「尾鷲市農業委員会委員の任命につ

き認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について」か

ら議案第３８号「尾鷲市農業委員会委員の任命について」までの議案９件につき

まして、原案のとおり御承認をいただきましたことを厚く御礼申し上げ、簡単で

はございますが閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（村田幸隆議員） 本日１日御苦労さまでございました。 

 これをもって、令和３年第４回臨時会を閉会いたします。 

〔閉会 午前１０時４７分〕 



－１１－ 

地方自治法第１２３条第２項の規定に基づき下に署名する。 

     尾鷲市議会議長   村  田  幸  隆 

     署 名 議 員   仲        明 

     署 名 議 員   小  川  公  明 


